
第 ２１ 号 議 案 

 

 

 

   敦賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の    

   一部改正の件 

 

 敦賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例を次のように制定する。 

 

 

  令和 ８ 年 ２ 月２５日 提出 

 

 

                 

                  敦賀市長  米 澤 光 治 
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敦賀市条例第  号 

 

 

 

   敦賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正す  

   る条例 

 

 敦賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年敦賀市条

例第１５号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

 （外国語指導助手及び国際交流員の報

酬等） 

 （外国語指導助手の報酬等）  

第２４条 この条例の規定にかかわらず

、語学指導等を行う外国青年招致事業

（以下「ＪＥＴプログラム」という。

）によって任用される外国語指導助手

及び国際交流員の報酬等は、ＪＥＴプ

ログラムの基準によるものとする。  

第２４条 この条例の規定にかかわらず

、語学指導等を行う外国青年招致事業

（以下「ＪＥＴプログラム」という。

）によって任用される外国語指導助手

の報酬等は、ＪＥＴプログラムの基準

によるものとする。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由 

 語学指導等を行う外国青年招致事業により、会計年度任用職員として国際交流

員を任用したいので、この案を提出する。 
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